
 

子育て応援とうきょうパスポート利用規約 

 

平成 28 年５月 27 日 28 福保子計第 205 号 

平成 30 年２月 23 日 29 福保子計第 1204 号一部改正 

平成 30 年 12 月 28 日 30 福保子計第 1015 号一部改正 

 

（趣旨）  

第１条 子育て応援とうきょうパスポート事業（以下「本事業」という。）は、

子供・子育てを応援する地域の店舗や事業所等が、子育て家庭を対象とする多

様なサービスを提供することにより、社会全体で子育て世帯を応援するもので

す。この規約は、平成 28 年 5 月 20 日付 28 福保子計第 146 号「子育て応援と

うきょうパスポート事業実施要綱」（以下「要綱」という。）に基づき、子育て

家庭の皆様が利用登録を行い、各種サービスを受けるにあたり、必要な事項を

定めます。 

  

（定義）  

第２条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとお

りとします。  

（１）利用登録者  

本事業を利用するための登録を行った者をいいます。 

（２）協賛店等  

本事業の趣旨に賛同し、自らの負担により、利用登録者に子供や子育て応

援のためのサービス（以下「子育て応援サービス」という。）を提供する事

業者又は地方公共団体及び国（以下「協賛事業者」という。）の店舗又は施

設をいいます。 

（３）登録証（子育て応援とうきょうパスポート）  

東京都（以下「都」という。）が利用登録者の証として発行するもので、

原則として、各協賛店等に提示することにより、子育て応援サービスを受け

ることができるものとします。登録証の意匠は別に定めます。  

（４）イメージキャラクター  

本事業を象徴し、広く都民に周知するためのものをいいます（要綱第１号

様式）。 

（５）協賛ステッカー  

本事業の協賛店等であることを表示するため、都が協賛店等に発行するも

のをいいます。その意匠は別に定めます。  

（６）運営サイト 

都が運営する利用者登録、協賛店等登録及び協賛店等の情報提供等のため

のウエブサイトをいいます。 

（７）アプリ 

   都が本事業実施のために配信する利用者登録及び協賛店等の情報提供等



のためのアプリケーションソフトウエアをいいます。  

 

（対象世帯）  

第３条 本事業は、東京都内に在住しており、18 歳に達した後、最初の３月 31

日を迎えるまでの子供又は妊娠中の方が属する世帯を対象とします。  

 

（利用者の登録の手続き）  

第４条 本事業の利用を希望する者は、次の各号に定める方法で、登録等を行う

こととします。 

（１）運営サイト又はアプリから登録する。  

（２）「子育て応援とうきょうパスポート利用登録申込書（兼再交付申込書）」

（様式）により申込みを行う。  

（３）都が作成するチラシに添付されている登録書に必要事項を記入する。  

２ 都は、前項第１号及び第２号に定める申込みを受けたときは、内容を確認し、

運営サイト又はアプリによる表示、郵送等の方法により登録証を交付します。  

３ 都は、利用登録者が、第１項に定める登録等を行った時に、都と利用登録者

との権利義務関係について、この規約の内容に同意したものとみなします。   

 

（登録証の利用等） 

第５条 利用登録者は、協賛店等において子育て応援サービスを利用しようとす

るときは、原則として登録証並びに子供の年齢又は妊娠中であることが確認で

きるものを提示することとします。ただし、要綱第 11 条第１項第１号から第

６号までのサービス及び、協賛店等が提示を必要としない場合はこの限りでは

ありません。  

２ 登録証は、利用登録者及び同一世帯に属する者が利用できるものとし、それ

以外の者に貸与又は譲渡することはできません。  

３ 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときや、登録証を紛失または毀損し

たときは、第４条に定める方法で、再登録を行うこととします。  

 

（利用登録期間の終了）  

第６条 都は、登録内容等に基づき、子供の年齢が対象年齢を超えたと判断され

るとき、利用登録の有効期限に達したとみなし、登録廃止の手続きを行います。  

 

（利用登録の取消し）  

第７条 都は、利用登録者が次の各号に該当する場合は登録を取り消すことがで

きます。  

（１）この規約に違反した場合  

（２）その他利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合   

２ 前項の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めませ

ん。 



  

（運営サイト又はアプリ）  

第８条 都は、利用登録者が運営サイト又はアプリの利用に際して必要な通信手

段、機器等の準備又は操作に関して一切関与しません。  

２  利用登録者が運営サイト又はアプリの利用に際して用いる通信手段の通信

料金は、利用登録者自身の負担とします。  

３ 都は、次の各号に該当する場合には、利用登録者に事前に通告することなく、

運営サイト又はアプリの利用の全部又は一部を停止又は中断することができ

るものとし、これに起因して利用登録者が被った損害について免責されるもの

とします。  

（１）運営サイト又はアプリに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急

に行う場合  

（２）コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合   

（３）地震、火災、停電その他の非常事態により運営サイトの運営が困難な場合   

（４）その他運営サイト又はアプリの管理運営上支障があると認める場合   

 

（個人情報の保護）  

第９条 都は、利用登録者情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情

報の収集、利用、管理、廃棄等について、東京都個人情報保護条例（平成２年

東京都条例第１１３号）に基づき、適正に取り扱うこととします。  

２ 都は、利用登録者の個人情報を、協賛事業者に提供することはありません。 

  

（保証の否認及び免責）  

第 10 条 運営サイト又はアプリにおける情報の掲載は、各事業者の協力により

提供するものであり、都は同サイト又は同アプリに掲載された情報の完全性、

正確性、有用性等の保証を行うものではありません。  

２  都は、利用登録者と協賛事業者との間の実際の取引等には一切関与しませ

ん。本事業に関連して利用登録者において何らかの損害、損失又は費用等が生

じた場合にも、都はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとしま

す。  

３ 第１項及び第２項に規定するもののほか、本事業に関連して利用登録者と協

賛事業者その他第三者との間で生じたトラブルに関し、都の責に帰すべき事由

に起因するものであることが明らかな場合を除き、都は一切免責されるものと

します。  

 

（権利譲渡等の禁止）  

第 11 条 利用登録者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部又は一部を、

第三者に譲渡又は転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為

をしてはならないものとします。 

  



 

（準拠法及び裁判管轄）  

第 12 条 この規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法が適用される

ものとします。また、この規約に関して、利用登録者と都との間で紛争が生じ

た場合における第一審の専属的管轄裁判所は、東京簡易裁判所又は東京地方裁

判所とします。 

  

（協議解決）  

第 13 条 この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合に

は、利用登録者及び都が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やか

にこれを解決するものとします。 

 

 （規約の変更）  

第 14 条 この規約の内容は、必要に応じ、利用登録者の事前の承諾を得ること

なく、都において変更することがあります。  

２ この規約の変更に関する告知は、運営サイト又はアプリへの掲載の方法のみ

によって行いますので、利用登録者は、同サイト又はアプリ上にて最新の規約

を確認してください。また、同サイト又はアプリ内に随時掲載、追加する付則

及び規程類は、この規約の一部を構成するものとします。  

 

（全国共通利用） 

第 15 条 登録証は、内閣府が実施する本事業の全国共通展開に参加している他

の道府県が実施している同様の事業の協賛店等でも利用することができます。 

 

（委任） 

第 16 条 この規約に定めるもののほか、本事業の実施及び運営サイト又はアプ

リの運営に当たり必要な事項は、別途定めます。  

 

附 則 

この規約は、決定の日から施行します。  

 

附 則 

この規約は、決定の日から施行し、平成 30 年２月 23 日から適用します。 

 

附 則 

この規約は、平成 31 年１月１日から施行します。 

 

 

 

 



 

 

 

（様式）

年齢

（フリガナ）

（漢字）

◆申込みの際は、返送分の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封の上、下記まで送付してください。

個人情報の取り扱い

皆様からご記入いただいた氏名や住所、電話番号等の個人情報は、本申込書の記載内容の確認や、子育て応援とうきょうパスポートに係る連絡を行う以外の目的

のために利用したり、無断で第三者に提供したりすることはありません。

送付先　〒163-8001　東京都新宿区西新宿２－８－１　東京都庁第一本庁舎

　　　　東京都福祉保健局少子社会対策部計画課子育て応援事業担当

◎子育て応援とうきょうパスポート利用規約に同意した上で、子育て応援とうきょうパスポートの利用登録を申し込みます。

名 生年月日

◎妊娠中の方は、以下に記入してください。

出産予定日

　　　　年　　月　　日

子育て応援とうきょうパスポート利用登録申込書（兼再交付申込書）

東京都福祉保健局少子社会対策部

（〒　　　－　　　　　）

電話番号
（　　　　　　　　　）　　　　　－　　　

※日中連絡のできる番号を記入してください。

（フリガナ） 姓 名

保護者氏名

計画課　子育て応援事業担当　行

申込日 　　　　年　　月　　日

住所

メールアドレス
（携帯電話も可）

※この事業に係るご案内をさせていただくことがあります。携帯電話で迷惑メール設定をしている場合は、ドメイン「　　　　　　　」からのメール及び「ＵＲＬ付き

メールを受信できるように設定してください。）

　　　　年　　月　　日 歳

◎１８歳未満の最年少のお子さんについてご記入してください。

姓


